
　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
要
す

る
費
用
の
見
込
み
に
基
づ
い
て
３

年
に
１
度
見
直
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
皆
さ
ん
が
利
用
す

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
掛
か
る
費
用

な
ど
か
ら
基
準
額
を
算
定
し
、
所

得
に
応
じ
て
段
階
別
に
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
今
回
は
高
齢
化
の
進

行
に
伴
う
要
介
護
認
定
者
の
増
加

令
和
６
年
度
か
ら 

介
護
保
険
料
を
改
定  

な
ど
を
踏
ま
え
、
左
表
の
通
り
改

定
さ
れ
ま
し
た
。

◆
通
知
書
の
送
付
と
納
付
方
法

　

令
和
６
年
度
の
介
護
保
険
料
額

の
決
定
通
知
書
は
、
６
月
14
日

（
金
）に
発
送
予
定
で
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
納
付
方
法
は

次
の
通
り
で
す
。

特
別
徴
収
の
人
…
年
金
支
給
月
に

年
金
か
ら
介
護
保
険
料
が
差
し
引

か
れ
ま
す
。

普
通
徴
収
の
人
…
通
知
書
に
同
封

の
納
付
書
に
よ
り
、
近
く
の
金
融

機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
人
…
各
納
付
期
限
日

に
口
座
か
ら
保
険
料
が
引
き
落
と

さ
れ
ま
す
。

※
災
害
や
著
し
い
所
得
の
減
少
な

ど
で
納
付
困
難
な
事
情
が
あ
る
場

合
は
、
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

問
市
民
課
保
険
料
班

 

☎
73
・
０
０
８
６

　

２
年
ご
と
の
見
直
し
に
よ
り
、

令
和
６
・
７
年
度
の
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
料
率
な
ど
が
改

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
度
の
保
険
料
額
の
決

定
通
知
書
は
７
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。

◆
均
等
割
・
所
得
割
・
賦
課
限
度

額
の
引
き
上
げ

　

今
回
の
改
定
で
は
、
１
人
当
た

り
の
医
療
給
付
費
の
増
加
な
ど
に

伴
い
、
均
等
割
を
４
万
３
４
０
０

円
か
ら
４
万
３
８
０
０
円
に
、
所

得
割
を
８
・
39
％
か
ら
９
・
11
％

に
引
き
上
げ
ま
し
た
。
ま
た
、
保

険
料
率
の
増
加
を
抑
制
す
る
た
め
、

賦
課
限
度
額
を
66
万
円
か
ら
80
万

円
に
引
き
上
げ
ま
し
た
（
＝
左
図

１
）。

◆
軽
減
判
定
基
準
額
の
引
き
上
げ

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
均
等

割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
改

定
で
は
、
５
割
と
２
割
の
軽
減
の

基
準
額
を
引
き
上
げ
、
軽
減
対
象

者
を
拡
大
し
ま
し
た（
＝
左
図
２
）。

問
市
民
課
保
険
料
班

 

☎
73
・
０
０
８
６ 

令
和
６・
７
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

保
険
料
率
な
ど
を
改
定

◆所得段階別の第一号被保険者（65歳以上）の保険料

区　分 年　額

本
人
が
市
民
税
非
課
税

非
課
税
世
帯

第１段階

生活保護受給者または老齢福
祉年金受給者および合計所得
金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下の人など

１万8810円

第２段階
合計所得金額と課税年金収
人額の合計が80万円を超え
120万円以下の人

３万2010円

第３段階
合計所得金額と課税年金収入
額の合計が120万円を超える
人

４万5210円

課
税
世
帯

第４段階 合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円以下の人 ５万9400円

第５段階 合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円を超える人 ６万6000円

本
人
が
市
民
税
課
税

第６段階 合計所得金額が120万円未満
の人 ７万9200円

第７段階 合計所得金額が120万円以上
210万円未満の人 ８万5800円

第８段階 合計所得金額が210万円以上
320万円未満の人 ９万9000円

第９段階 合計所得金額が320万円以上
420万円未満の人 11万2200円

第10段階 合計所得金額が420万円以上
520万円未満の人 12万5400円

第11段階 合計所得金額が520万円以上
620万円未満の人 13万8600円

第12段階 合計所得金額が620万円以上
720万円未満の人 15万1800円

第13段階 合計所得金額が720万円以上
の人 15万8400円

◆図１　均等割・所得割・賦課限度額の引き上げ
令和４・５年度 令和６・７年度

均等割 ４万3400円 → ４万3800円 〔＋400円〕

所得割 8.39% → 9.11% 〔＋0.72％〕

賦課限度額 66万円 → 80万円 〔＋14万円〕

◆図２　軽減判定基準額の引き上げ
《５割》
43万円＋10万円×（給与・年金所得者の数－１）

＋
 （世帯内の被保険者数×29万5000円）以下

「29万円」→「29万5000円」に引き上げ

《２割》
43万円＋10万円×（給与・年金所得者の数－１）

＋
 （世帯内の被保険者数×54万5000円）以下

「53万5000円」→「54万円5000円」に引き上げ

くらしの情報●Sosa Information
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インターンシップ実習生を募集

　

匝
瑳
市
横
芝
光
町
消
防
組
合
で

は
、
令
和
６
年
10
月
１
日
採
用
予

定
の
職
員
（
事
務
職
）
を
募
集
し

ま
す
。
一
次
試
験
に
は
適
性
検
査

「
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
」を
用
い
ま
す
。

◆
採
用
予
定
人
数

一
般
行
政
職
初
級
…
１
人

◆
受
験
資
格

　

平
成
元
年
４
月
２
日
〜
18
年
４

月
１
日
に
生
ま
れ
た
人
で
、
学
歴

を
問
わ
な
い
。

◆
申
し
込
み

　

６
月
26
日
（
水
）
ま
で
に
下
記

ま
で
申
込
書
を
持
参
ま
た
は
郵
送

（
郵
送
の
場
合
は
26
日
の
消
印
有

効
）

◆
一
次
試
験

期
間
…
７
月
16
日
（
火
）
〜
31
日

（
水
）

会
場
…
全
国
の
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー

※
一
次
試
験
合
格
者
に
は
二
次
試

験
を
実
施
。

　

試
験
の
詳
細
は
同
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
同
組
合
消
防
本
部
総
務
課

 

☎
72
・
１
９
１
５ 

 

令
和
６
年
10
月
１
日
採
用
予
定  

消
防
組
合
事
務
職
員
を
募
集  

　

地
震
発
生
時
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
倒
壊
に
よ
る

被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
危
険
コ

ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の

除
却
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

　

次
の
①
〜
③
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
、
市
内
に
存
在
す
る
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
が
対
象

で
す
。

①
道
路
な
ど
に
面
し
て
い
る
こ
と

②
高
さ
（
擁
壁
な
ど
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
高
さ
を
含
む
）が
、
１
・

２
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

③
市
で
定
め
る
診
断
基
準
に
よ
り

危
険
と
判
定
さ
れ
た
も
の
（
事
前

に
調
査
を
行
い
ま
す
）

◆
対
象
者

　

本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

が
あ
り
、
市
内
に
危
険
コ
ン
ク
リ

ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
を
所
有
す

る
人
が
対
象
で
す
。

※
こ
の
他
に
も
要
件
あ
り
。

◆
補
助
金
額

　

補
助
金
額
は
、
次
の
①
、
②
の

う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
で
す

（
上
限
10
万
円
）。

①
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
除
却
に
要

す
る
費
用
の
２
分
の
１
の
額

②
除
却
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の

長
さ
に
１
メ
ー
ト
ル
当
た
り
５
０

０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
額

◆
申
請
方
法

　

工
事
契
約
前
に
、
申
請
書
に
申

請
時
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
な
ど
を

添
え
て
、
都
市
整
備
課
（
市
役
所

３
階
）
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
順
。
予

算
の
上
限
に
達
し
次
第
終
了
。

問
都
市
整
備
課
管
理
班

 

☎
73
・
０
０
９
１ 

危
険
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
除
却 

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す 

　市では、防災行政無線を通じて中学生の声
による「子どもたちへの帰宅の呼び掛けと地域
の皆さんへの見守りをお願いする放送」を行っ
ています。６月～９月は、野栄中学校・３年
の山田杏

あんじゅ

壽さん（＝写真）が担当します。放送
時間は16時30分です。 

問総務課消防防災班☎73－0084

６
月
〜
９
月
の
放
送
担
当
紹
介

中学生による

児童の帰宅呼び掛
け

　市では、大学生や高校生などの皆さんの職業意識の向上
や、市政に対する理解の促進のため、インターンシップ（就
業体験）を実施します。
◆対象者
　学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校の学
生または生徒（大学院および短期大学を含む）
◆受け入れ期間
　７月中旬～９月の期間内に、３日～２週間程度。ただし、
受け入れ部署により異なる場合があります。
◆申し込み
　実習を希望する人は、希望日の１カ月前までに、在籍す
る学校を通じて市へ申し込みをして
ください。
※受け入れ部署や実習内容、申し込
み方法などの詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。
 問総務課人事班☎73－0084

＼匝瑳市の仕事を体験してみませんか／

インターンシップ実習生を募集

被
表
彰
者

紹
介

◆
千
葉
県
老
人
ク
ラ
ブ
大
会
表
彰

▽
千
葉
県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
理

事
長
表
彰（
活
動
功
労
者
）

　

石
毛
善
保（
長
谷
） ※

敬
称
略
。

▲

市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
は
こ
ち
ら

か
ら
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